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支部･分会執行部学習会補助費の請求について

支部・分会執行部の皆さんには、連日大変なとりくみを展開していただき、深く感謝申し上げます。
今年度も例年通り、支部・分会執行部の方々の学習会開催にあたっては補助費を保証いたします。学習会を開催された後、下記の要領で補助費を請求されるようお願い致します。

記

１．請求方法
学習会終了後、「支部分会執行部学習会補助費請求書」に必要事項を記入の上、領収書（コピー可）を添付して請求して下さい。（年１回）
２．補助基準
①補助対象者
ア．支部執行部学習会 … 当年度支部執行委員で参加された方全員
支部書記長（本部執行委員）及び本部専従については、補助額に含めません。支部書記長（本部執行委員）には実額をご請求ください。
イ．分会執行部学習会 … 執行部他分会員８人まで（本部執行委員が参加した場合は９人）
②一人あたりの補助金額
宿泊の場合　……　５,０００円以内　　　宿泊なしの場合　……　４,０００円以内
※新型肺炎感染症拡大防止のため、学習会時に弁当配達やテイクアウト等を利用した場合も「宿泊なしの場合」と見なします。
３．支払方法　　 支部・分会口座へ振り込みます。
（通帳には「ﾎﾝﾌﾞ ｶﾞｸｼｭｳｶｲﾋ」と印字されます。）
尚、本部からの補助は年１回とし、年度内請求を原則とします。
４．そ の 他　　 分会執行部学習会についての補助は８人までですが、実際の参加人数に制
限はありません。（下記参照）
	＜例えば＞
●一人あたりの実質単価が3,000円で12人参加し36,000円支払った場合の補助額 ⇒ 32,000円
●一人あたりの実質単価が6,000円で06人参加し36,000円支払った場合の補助額 ⇒ 24,000円


※請求書は新高教ホームページにアップされていますので、そちらをご利用頂いても結構です。
